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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年５月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２０日 １６時３５分ごろ 

発生場所 山口県萩市櫃
ひつ

島北北東方沖 

  大平瀬
お お びら せ

灯台から真方位２７８°３.０海里付近 

  （概位 北緯３４°３１.９′ 東経１３１°２３.９′） 

事故の概要  漁船勝晴
しょうせい

丸は、東進中、また、漁船哲
てつ

丸は、錨泊中、両船が衝突

した。 

  勝晴丸は、球状船首部に擦過傷を生じ、また、哲丸は、船内に海水

が流入して沈没した。 

事故調査の経過 平成２７年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  漁船  勝晴丸、１２トン 

     ＹＧ２－７８９５（漁船登録番号）、個人所有 

     １８.６６ｍ×３.５８ｍ×１.５４ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、４０４.５３kＷ、平成５年７月３０日 

      第２９１－３６２５４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  漁船  哲丸、４.２４トン 

     ＹＧ３－３９４１３（漁船登録番号）、個人所有 

     １０.１０ｍ（Lr）×２.０５ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５１年１１月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免許登録日  平成４年４月１４日 

       免許証交付日 平成２３年５月２７日 

                   （平成２９年４月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７２歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免許登録日  昭和５１年５月１４日 

       免許証交付日 平成２７年８月２０日 

                   （平成３３年７月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ  球状船首部に擦過傷 

Ｂ  全損 

 気象・海象 気象：天気  曇り、風向  北北東、風力  ２、視界  良好 

海象：海上  平穏 

 事故の経過   Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、櫃島北北西方の操業海域におけ

るはえ
．．

縄操業を終え、自動操舵により、約１２０°（真方位、以下同

じ。）の針路及び約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

山口県阿武
あ ぶ

町奈古
な ご

漁港に向けて帰航中、船長Ａが、前部甲板で船尾方

を向いて角材に腰を掛け、翌日に使用する餌の準備作業を行ってい

た。 

  船長Ａは、作業開始から数分が経過した頃、右舷舷側から顔を出し

て周囲を見た際、現在の針路で航行すれば、櫃島及び萩市大島に接近

するように感じたので、操舵室に戻って椅子に腰を掛け、約０９０°

の針路とし、約６.５kn に減速して再び周囲を見渡したが、航行の支

障となる他船を見掛けなかった。 

  船長Ａは、再度、前部甲板に移動して同じ姿勢で作業を再開し、数

分が経過した平成２７年１１月２０日１６時３５分ごろ、大声を聞い

た直後に衝撃を感じ、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知った。 

  船長Ａは、船尾方を見たところ、Ｂ船が右舷側に傾斜していたの

で、Ｂ船に接近して船長Ｂを救助した後、Ａ船が所属する漁業協同組

合を経由して海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

  Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、萩市萩漁港（越ヶ浜
こ し がは ま

地区）を出

港した後、櫃島北北東方海域に至って主機を中立とし、船首を北方に

向けて錨泊を開始した際、船長Ｂが、周囲を見渡したところ、付近に

他船を見掛けなかった。 

  船長Ｂは、前部甲板の両舷に装備されたいか
．．

釣り機３台の手入れを

行った後、後部甲板に装備されたいか
．．

釣り機の手入れを行おうとし、

操舵室右舷側の通路を通って後部甲板に向けて移動中、左舷方至近に

Ａ船の船首を認めた。 

  船長Ｂは、操舵室に隠れるように僅かに船首方に移動し、操舵室周

囲に取り付けられたハンドレールを掴
つか

んだ直後、Ｂ船の左舷後部にＡ

船の船首部が衝突したことを認めると同時にＢ船が右舷側に傾斜して

海水が流入し、股間付近まで海水に浸
つ

かった。 

  船長Ｂは、Ｂ船の傾斜が復原しないので、左舷船首に移動してＡ船

に救助された後、来援した海上保安官と共に１９時ごろＢ船が転覆し

たことを認めた後、Ａ船により、萩漁港（越ヶ浜地区）まで送られて

帰宅した。 

  Ｂ船は、のちに本事故発生場所において沈没した。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 Ａ船は、操舵室において椅子に腰を掛けた状態での船長Ａの眼高と
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船首端との高さがほぼ同じであった。 

Ａ船の前部甲板には、全体にオーニングが展張されており、前部甲

板からは、船首方を容易に見渡せる状況ではなかった。 

Ａ船は、レーダーを装備していたが、調子が悪く、近場での操業の

際は、使用していなかった。 

船長Ａは、ふだんから、航行しながら、本事故時と同じ体勢で翌日

に使用する餌の準備作業を行っていたが、約５分ごとに立ち上がって

周囲を見ており、これまで危険を生じたことはなかった。 

船長Ａは、周囲を見渡す際、主にＡ船が避航船の立場となる右舷方

から接近する船舶の有無に注意を向けていた。 

船長Ａは、定針時、Ｂ船が左舷船首に置かれた幅約４０cm の錨に

よって生じる死角に入ってＢ船に気付かなかったのかもしれないと本

事故後に思った。 

Ａ船は、操舵室における船長Ａの眼高からは、窓枠及びマスト等に

より、船首方に広範囲の死角を生じる状況であった。 

Ｂ船は、形象物を装備していなかった。 

船長Ｂは、漁場到着後、錨泊した状態でいか
．．

釣り機の手入れを行う

習慣があった。 

船長Ｂは、錨泊していか
．．

釣り機の手入れを行う際、接近する船舶が

いたとしても、錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  あり、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、櫃島北北東方沖を東進中、船長Ａが、前部甲板上で作業を

行い、見張りを適切に行っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ

船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、約５分ごとに周囲を見渡せば、危険はないと思っていた

ことから、前部甲板上で作業を行っていたものと考えられる。 

船長Ａは、定針時、船首方にＢ船を視認できる状況にあったもの

の、窓枠等の死角によってＢ船の存在に気付かなかった可能性がある

と考えられる。 

Ｂ船は、櫃島北北東方沖で錨泊中、船長Ｂが、いか
．．

釣り機の手入れ

を行い、見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に向けて接近する

Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、航行する船舶が錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思っ

ていたことから、見張りを行っていなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船が錨泊中であることを示す形象物を掲げておかなけ

ればならなかった。 
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原因   本事故は、櫃島北北東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、前部甲板で作業を行い、見張りを適切に行っておら

ず、また、船長Ｂが、いか
．．

釣り機の手入れを行い、見張りを行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・常時、見張りを適切に行うこと。 

  ・航行中は、操船に専念すること。 

  ・船首方に死角を生じる船舶においては、船首を振るなどして死角

を補う見張りを行うこと。 

  ・航海計器は、良好な状態を保つこと。 
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付図１  事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年１１月２０日 

  １６時３５分ごろ発生） 

奈古漁港 

萩漁港（越ヶ浜地区） 

山口県萩市 

大島 

櫃島 

Ａ船操業海域 

山口県阿武町 

大平瀬灯台 

Ｂ船（錨泊中） 


